
再評価結果 (令和 3年度 )

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。
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担当課長名

事栗
主体

長崎県
事業
区分

港湾事業事業名
島原港改修事業

延長起終点
自:長崎県島原市
至 :長崎県島原市

-7.5m)(改 良)(耐震)130m、 輸送施設の橋梁 (改良)(耐震)1基を整備する。

島原港二会地区の岸壁←7.5m)は、島原半島で唯―の大水深岸壁で、砂口砂利やアルコール等の貨

物を取扱つているが、整備から42年が経過し、本体工の目地開きやエプロンの沈下等、老朽化が著し

い状況にあると一方、島原港は、地域防災計画において大規模地震発生時の海上輸送の拠点として

位置づけられており、当該岸壁は、緊急物資の受入や救援口復旧基地としての役割を果たす必要があ

るため、老朽化対策と併せて耐震性を備えた整備を行う。

事業概要 E

着 エ H    24
工期

晃 了 R 9

当 初 21.5億円
事業費

最 終

1.521総便益(B)24.7編三円 総費用(C) 235.9当初
1基準 年度 R 3年 度R3再評価時点 1.151総便益(B)24.8編云円 総費用(C)21.6億 F

ロー般貨物輸送削減効果
日施設被害回避効果
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事
業

に

よ

る

環
境

変

化

・特になし

・特になし

勢等の変化

憩

　

ェ

轟

島原港 (二会地区) 計画平函国

島原港

鋭
| ! |ぃ

■
入

出

―

 S=I:5000



・事業を実施することで、十分な投資効果があると判断できるため継続事業と考える。

日事業評価手法の見直しについては、事業効果も確認できることから特に見直す必要は無いと考える。

B特になし



令和 3年度 第 1回
長崎県′ム`其事業評価監視委員会

再評価対象事業

長崎県島原振興局管内図 !

半

港湾-3 島原港改修事業

事業主体 長崎県

事業採択後10年経過再評価 Ｎ李の理由

島原港三会地区

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
正期 事業費

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H24茉斤規 )

H24 H29 21.5 1.52 岸壁(-7.5mx改良x耐震)130m
橋梁(改良x耐震)1基

第 1回審議

(R3)

事業採択後
10年経過

H24 R9 24.5
11.15 岸壁(-7.5mx改良x耐震)130m

橋梁(改良x耐震)1基



2.目 的・事業概要日これまでの経緯

◆事業の 目的

島原港二会地区の岸壁 (-7.5m)は、島原半島で唯―の大水深岸壁で、砂 日砂利やアルコール等
の貨物を取扱つているが、整備から42年が経過 し、本体工の目地開きやエプロンの沈下など、
老朽化が著しい状況にある。一方、島原港は、地域防災計画において大規模地震発生時の海上
輸送の拠点として位置づけられ、当該岸壁は、緊急物資の受入や救援 口復旧基地としての役割
を果たす必要があることから、老朽化対策と併せて耐震性を備えた耐震岸壁の整備を行 う。

◆事業概要

岸壁(-7.5m)(改良x耐震) 130m

橋梁 (改良)(耐震 ) 1基

◆事業経過

平成24年度 (改良)区聞事業化

令和3年度 10年後再評価

3.事業の効果四必要性

既存岸壁は、上部工の目地開き、エプロンの沈下、付属工の破損等老朽化が著 しく、岸壁
利用に支障となつているため、岸壁の改良が必要。

上部工開き

エプロンの′覧下(20～ 50cm海 府)
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エプロン沈下 (近景 )



3.事業の効果・必要性

近年、大規模地震が頻発化しており、大規模地震発生時は、緊急物資の受入や救援 日

復旧基地として海上輸送機能を確保するため、当該岸壁の耐震化が必要。

● 的費拠点造
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大規模地震被災状況 (写真 福岡西方沖地震 :博多港)
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4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆事業費の見直し

事業費増の内容 増額 主な増額理由

労務費、資機材等の価格上昇 約3.0億 円 労務費や資機材等の価格上昇により事業費の見直しを行つた。

計 約3.0億 円



4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】H29(前回)→R9(今回)

〔工期延伸要因〕
1.地震観測において、観測機器の設置場所にかかる背後用地利用者との調整及び地震観測に時間を要

した。

?.設計着手時に利用者と岸壁の配置調整を行い設計を進めていたが、途中段階において、当初予定
した船舶より大型のものが利用するようになった。同船舶は、静穏な港内での船回しを行う必要が
あるが、当初の配置計画では、岸壁前面での船回しが困難となるため、岸壁配置を見直すことと
なり、これに伴い利用者と再調整及び設計の見直し等が生じた。

3.当初は、岸壁前画での耐震強化を図るよう考えていたが、既存の岸壁の取り壊し後に構築する構造
としたため、工期を延長する必要が生じた。

4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

の

【完了工期】H29(前回)→R9(今回)

〔工期延伸要因〕
1.地震観測において、観測機器の設置場所にかかる背後用地利用者との調整及び地震観測に時間を要

した。

地震動観測箇所

砂保管用地が

地震観測に支障

砂シフト先
(空き保管用地)

使用保管用地

・地震観測機器の設置にあたりt観測
の支障となるため砂のシフトについて
岸壁利用者との調整を図つたが、
①砂のシフト先の調整・決定
②砂をシフト先へ移動
に時間を要した。

・地震観測期間について、当初想定より時間
を要した。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

、



4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

◆事業期間の見直し

【完了工期】H29(前回)→ R9(今回)

〔工期延伸要因〕
2.設計着手時に利用者と岸壁の配置調整を行い設計を進めていたが、途中段階において、当初予定

した船舶より大型のものが利用するようになつた。同船舶は、静穏な港内での船回しを行う必要が

あるが、当初の配置計画では、岸壁前面での船回しが困難となるため、岸壁配置を見直すことと

なり、これに伴い利用者と再調整及び設計の見直し等が生じた。

O当初
・岸壁配置 :海側前出し
・最大利用船舶 :船長 83m

当初利用船 :船 回し(2と=166m)
→岸壁前面で船回し可能

変更利用船 :船回し(2L=192m)
今岸壁前面で船回し不可

O変更配置 (最終 )

・岸壁配置 :既存岸壁と同位置
・最大利用船1白 :船長 96m

陸上部の地盤改良(液状化対策)範囲
→陸上ボーリング追加

工事期間中は工事ヤードとなり、

砂保管用地が利用不可となるめ、

ふ頭全体で用地利用の調整が必
要となつた。

縄

錢撃

変更利用船:船回し(2卜192m)

→岸壁前面で船回し可能

5.事業の投資効果

◆ 費用 B/C)

〔費用〕
日岸壁整備に要する事業費(工事費)、 維持管理に要する費用

〔便益〕
日一般貨物輸送削減効果、施設被害回避効果

〔マイナス要因〕
口事業費の増(労務費日資機材等の価格上昇)

「事業期間の延長

◆ B/Cでは計測できない効果
日利用者の安全性の向上
色地域住民の安心度の向上

今回評価

(令和3年度 )

項 目
前回評価

(平成24年度 )

1.24=24.8億 円/20.0億円残事業

1,15=24.8億 円/21.6億円全事業 1.52=24.7億 円/15。9億円



6.対応方針 (原案 )

◆ 当該事業は、港湾活動の円滑化・安全性の向上、及び大規模地震時の防災拠点としての
海上輸送機能の確保を目的とした事業である

◆ 事業進捗率は事業費ベースで5%[1.2億円/24.5億円〕(令和2年度末)となつているが、
工事着手前の事前調整が整ったため、今後、事業の進捗は可能である。

◆ 岸壁を利用している事業者より事業促進の要望がある。

◆ 事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

対応方針
(原案)

継続



再評価結果 (令和 3年度)

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「J卜表示」にすること。

B/C

事業
区分

港湾事業
事業
主体

長崎県事業名
有川港改修事業

延長 L=740m自:長崎県 南松浦郡 新上I島町
至:長崎県 南松浦郡 新上五島町

起終点

有川港有川地区 防波堤(改良)740m

有川港は、佐世保港、長崎港との間に定期航路をを有する上五島地区の人流 B物流のキ

'と

点であり、

本防波堤は有川港の港内施設を防護する重要な施設であるが、平成17年の合風14号で740m中約360

mが被災する甚大な被害を受け、防波堤の被災に伴つて港内施設も被災した。
このため、近年の激甚化・頻発化した大型台風等へ対応するため防波堤の機能強化を図り、人流口物

流機能の確保による上五島全体の地域経済の持続化を図る。

事 ヨ:概要 図

工 H   24年
R    13年 五

工期
冗 了

初 21.0億 ¬塾
〓

1終 7.0
事業費

総費用(C)18.7億 円 基 準 年度 H23年 度激
〓 初 (B).82

i円 総費用(C)53.1 億 円 基 準 年度  R 3年 度R3再評価時点 (B)

日港湾施設の被害回避便益
口移動口輸送コストの縮減、

事
業

の
効
果
等

事業の発現状況
口防波堤改良170mが完成し、残り570mを令和13年度完了を目指して事業進捗を図る。
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世界遺産登録 (長崎と天草地方の潜伏キリンタン関連遺産)の動きにあわせて、長崎航路の新規開設(H27年度)

された。

醇雰藍田露用岡覇弱嗣胃郵等の

,帯 t::】皇
業

高速船5便ノ

フェリ

防波堤 (改良)740m



・事業を実施することで、十分な投資効果があると判断できるため継続事業と考える。

H事業評価手法の見直しについては、事業効果も確認できることから特に見直す必要は無いと考える。

符 記 畢 狽

口特になし



令和 3年度 第 1回
長崎県公共事業評価監視委員会

防波堤 (改 良)740m

再評価対象事業

港湾-4 有川港改修事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由

事業採択後10年経過
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1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H24新規 )

H24 R2 21.0 1.82 防波堤 (改良) L=740m

第1回審議

(R3)

事業採択後
10年経過

H24 R13 5フ .0 1,10 防波堤 (改良) L〓 740m



◆目的

近年の激甚化・頻発化した台風の
大型化等へ対応するため防波堤の
機能強化を図り、人流・物流機能の
確保し、背後住民の安全・安心とと
もに上五島の地域経済の持続化を
図る。

◆事業概要

防波堤 (改良)740m

凡 例

‐ 整備済み

‐ 未施エ

事業進捗率 28.196(事 業費ベース)

フエリー2便/日

完了区間 F170m
(基礎完了区間 と=220m)

防波堤 (改良)L〓 740m

平成24年度 (改良)区門事業化

測量日調査口設計着手

平成25年度 本工事着手 (改良)区間

令和3年度 10年後再評価

3.事業の効果・必要性

【背景】
近年の激甚化・頻発化した台風等により波
高が増大し、平成二7年9月 に防波堤及び
港内施設 (4施設)が被災を受け、地域住
民等の生活に多大な影響を及ばした。

【方針】
防波堤の機能強化を図ることで、港内施
設の被災の未然防止、航路等の安定運航、
背後住民の安全・安心を確保する。

浮機構

被災により定期航
路の運航に影響

物掲場(‐3m)



4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆事業費の見直し

21,0億円(当初)⇒57.0億円(今回)

当初 今回

→
型

蝉
一

聖

鯉
聾

神

◆事業期間の見直し

【完了工期】R2(当初)→ R13(今回)

〔工期延伸要因〕

・詳細設計の結果、改良断面の見直し:こよる事業費の増。

日港外側の「定置網」や港内側の「いけすJとの調整によリエ事期間が(4月 ～8月 )限られたことで還延。

→No.260以降は「いけす」との施工制約がなくなる見込み。No.520以降は定置網との施工制約が無くなる見込み。

理
聾選

施設名 事業資増の内容 増観 主な増額理由

防波堤 (改良) 構造変更に伴う見直し 約30億 円 Ⅲ当初は、H17の被災波による復 1日断面櫂度を想定していたが、設計波高が大きくなつたこと

で、港内側の本体拡幅の増、港外何の基礎工の増、消波ブロック重量増が必要となつたこと

で事業資が増額となつた。

当初 H=5 0m
実施 H=5 8m      .

労務費、資機材等の価格上昇 約 6億円 労務費や資機材等の価格上昇により事業資の見直しを行つた。

計 約36億 円

No″ tX)よ却今|‖ いイサリI常 の

れ土制'l十 11チ く|:る ケどグ、み

No 520以 降は定恒網等の施
T制 約はなくなる見込み

/

/



5.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成24年度)

今回評価

(令和3年度)

残事業 1.75=58.3億円/33.3億円

全事業 1.82=34.1億円/18,7億円 1.10=58.3億円/53.1億円

〔費用〕                                 【
E防波堤整備(改良)に要する事業費(工事費)、 維持管理に要する費用

〔便益〕
・移送コストの縮減、輸送コストの縮減、海難回避、施設被害の回避
〔プラス要因〕
・世界遺産登録(長崎と天草地方の潜伏キリンタン関連遺産)効果により旅客数増加
・有川港の工般貨物取り扱い量の増加
〔マイナス要因〕
・事業費の増(構造の見直し)

,事業期間の延長(事業費の増、施工制約)

〔その他要因〕
・世界遺産(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産)の登録にあわせて、長崎航路が新規開設されている。

◆ B/Cでは計測できない効果
E地域住民の安心度の向上

◆ 本事業は、防波堤の機能強化により離島航路の安定化、背後住民の安全・安心に資する
事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで28.1%[16.0億 円/57.0億円I(令和2年度末)となつている。

◆ 施工期間の制約は、段階的に解消され、事業進捗は可能となる見込みである。

◆ 新上五島町および定期航路事業者より事業促進の要望がある。

◆ 事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

6.対応方針 (原案 )

対応方針
(原案)

継続



ム事業

実施箇所 長崎県長崎市昭和町 (浦上ダム )、 長崎県長崎市片淵町 (西山ダム )、 長崎県長崎市田中町 (中 尾ダム )、 長崎県長崎市本河内町 (本河内ダム )

E該 当基準 社会経済情勢の急激な奈化、技術革新等により再評価の実施の必要が生した事業

事業諸元

【滞上ダム】重力式コンクリートダム、ダム高21 lm、 堤頂長949m、 総貯水容量240万 評、有効貯水容量233万 m3(調査・検討実施中)

【西山ダム】重力式コンクリートダム、ダム高400m、 堤頂長2160市 、総貯水容量158万 m3、 有効貯水容量147万 me(完 了)

i本河肉高部ダム】重力武コンクリートダム、ダム高282m、 堤頂長1580m、 総貯水容量496万 m3、 有効貯水容量986万 m3(完了)

【本河内低部ダム】重力式コンクリートダム、ダム高273m、 堤頂長118‐ 8m、 総貯水容量607万岳3、

若効貯水容■577万 m。 (完了)

【中尾ダム】重力式コンクリートダム、ダム高400m、 違頂長2010m、 総貯水容量158万 m3、 有効貯水容量147万 m。 (完了)

事業期間 昭和58年度建設事業着手/令和11年度完成予定

総事業費
(億円)

約7400 残事業資 (億円) 約1753

目的・必要
性

く解決すべき課題・背景>
・主な洪水実績

麟罐鰯観]M:購鰯
く達成すべき目標 >

・洪水調節、水適用水の供給、流水の正常な機能の維持

<政策体系上の位置付け>
・政策目標 :水害等災害による被告の軽減
・施策目標 :水書・土砂災害の防止・減災を推進する

I更益の主

な根拠

635戸
12 4ha

事業全体
の投資効
率性

B/C (9`)

投資効率
性

B:総便益

(億 円)

租
lyC

感度分析

娠 學 栗 (B/C) 全体畢栗(B/C,
133    ～    135
134    ～    134
191    ～    137

残事業費 (+10X～ -10%)

残工期 (+1饂～ 10%)

資産(-10X～ +10X)

350
377
346

426
391
422

事業の効

果等

【浦上ダム】
・洪水調節 :ダム地点における計画高水流量225m9/sの うち150m3/sの洪水調節を行う。

・水道用水 :長崎市に対して 1日最大23,900mこの水道用水(既得)の取水を可能とする。
【西山ダム】

・洪水調節 :ダム地点における計画高水流量140m3/sの うち1 00me/sの洪水調節を行う。

・水適用水 :長崎市に対して 1日最大8,1 00meの 水道用水 (既得)の取水を可能とする。

∫宝寮畠岳↑葉毒贄を拿多蛋電無泡kIる計画高水流量175m3/sのうち95m9/sの洪水H日節を行う。
・水適用水 :長崎市に対して、高部ダム地点において 1日最大5,500m3及 び低部ダム地点において 1日最大1,000m3の水適用水 (既得)の取水を可能とする。

【中尾ダム】
・洪水閉節 :ダム地点における計画高水流量115me/sの うち40m9/sの 洪水閥節を行う。

・水造用水 :長崎市に対して、 1日最大7,300m3の 水適用水 (既得)及び1日最大1,400meの水道用水 (新規)の取水を可能とする。

社会経済

情勢等の

変化

、浦上浄水場の移転、それによる仮設工の変更が発生し、その他設計検討・関係機関協議による遅れが生したことなどから、

平成37(令 和7)年度末の工期を令和11年度末予定に変更する。

・絡事業資は、前回再評価時から変更ない。

事業の進
捗状況

西
中

平成17年度
平成19年度
平成24年度

現在、滞上ダム建設工事中であり、令和,年 3月 現在、進捗率は約76%(事 業資ベース)

畢系の遅

捗の見込
令和4年度の貯水池掘削工事及び令和8年度のダム本体工事着手に向け、設計・施工計画検討を着実に進捗していることから、令和11年度までの完成が見込まれる。

コスト縮減

や代替案
立案等の

可能性

てヽも工法の工夫や新技術の積極的な採用等により、コスト福減に努める。

「ダム事業の検討に関する再評価実施要傾細 目」に基づき現計画案 (ダムの有効活用)と現計画以外

ている。
浦上ダムを有効活用(再開発)する現行計画が優位と評価されている。

対応方針 継続

対応方針
哩由

弾 段事果は、前回の再評価時以降も事業の必要性は変わつていない。今後においても計画的な違汐が見込めること呼から令稲11年度の學栞死展に同けて、引

き続き事業を「継続」することが妥当と考える。

その他



令和 3年度 第 1回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業 :    i熊 彗(

:  す■言
N

奉
ム

ダム

が詭.

浦上
}ゴ

・

河川-1 長崎水害緊急ダム事業

事業主体 長崎県
低部ダム

ぜ

穐

一姦
再評価
の理由

再評価後5年経過
再評価後変更(工期延長)

デデ

J妥
・

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業買

(億円)

B/C 概要
着 工 完了

第 1回審議

(H10)

事業採択後
10年経過

(事業再評価制
度開始)

S58 H22 775,0 1,30 新設2ダム、既設改良3ダム

第2回審議

(H15)

再評価後
5年経過

S58 H22 フア5.0 1.89 同 上

第3回審議

(H20)

再評価後
変更

S58 H28 620.0 1.83 新設1ゲム、既設改良3ダム

第4回審議

(H23)

社会経済情勢の

急激な変化
S58 H28 670.0 1.フ 2 同上

ダム事業の検証 (H23.7)

第5回審議

(H28前回)

再評価後
5年経過、

社会経済情勢の

急激な変化

S58 Rフ フ40.0 1.64 同上

第6回審議

(R03今回)

再評価後
5年経過、

社会経済情勢の

急激な変化

S58 Rll フ40.0 1.34

新設1ダム、既設改良3ダム
【前回評価からの変更概要】

・貯水池掘削における施工計画の見直しに
伴う工期延長

2



2.事業概要<長崎水害緊急ダム事業の概要 (位置図)>

0長崎水害緊急ダム事業
(完成済)西山ダム、中F毛ダム、本河内高部・低部ダム
(建設中)浦上ダム (長崎市8召和町)

○長崎水害緊急ダム事業対象ダム

○長崎県管理ダム
凡 例

V 浦上ダム

ロ 長緊ダム(完了分)

11

3i

B本ダニ守
ダム

ギ|、,r.'

2.事業概要<長崎水害緊急ダム事業の概要>

● 8召和57年7月 23日の長崎大水害を契機に、中島川、浦
上川の洪水対策として、水道南用の浦上ダム、本河内ダ
ム、西山ダムの利水容量の一部を治水目的に変更し、ダ
ムによる洪水調節を行しヽます。

● 浦上川、中島川の水道ダムの多目的ダム化により失われ
る利水機能は、八郎川支川中F毛川に中尾ダムを新設する
ことにより確保し、事業実施中においても各浄水場にお
ける既得取水量を確保する計画です。

○長崎水害緊急ダム事業全体図
ダム ム 本河内低部ダム  本河肉高部ダム

<整備前>

25,000m3/日 11,400ma′ 日 4,200m3/日

5,200m3/日

浦上ダム
既設改良 本河内 本河内

西山ダム 低 ム

<整備後>

浦上ダム

西山ダム

本河内高告8ダム

本河内低き8ダム

中尾ダム

249

158

496

607

158

233   21.1  949  G

147   400 2160  G

38.6   282 158.O  G

57,7   273 118.8  G

147   40,0 201() G

※G:重 ア〕式コンク リー トダム

中尾ダム

■,100m3/日

4

堤頂長
(m)

総貯水憂
(万m3)

有効貯水量

(万m3)
ダム高
(m)

ダム型
式※

利水
1,900千 ma

浦上浄水場
25,000m3/日

利水
607千 m3

利水
1,469千m3

利水
359千 m3

本河内浄水場
20,800m3/日

建設中

浦上浄水場
25,000ド′日

既設改良

H24完成

治水
534千 m3

新設

H12完成

1010千 ma

新規開発水量

H■2完成

本河内浄水場
2●800ma/ロ

H17完 成

利水
386=千 m3

※浦上浄水場は道ノ尾浄水場と統合して移転する:予定

7,000m3/日

ム

1,000m3/日
S,500m3/日

7,300mう′日



2.事業概要<浦上ダムの位置>

■全体計画 (激甚災害対策特別緊急事業 。災害盛l成事業による河道改修の全体計画)

◇河道改修は、S57年度より着手し、H9年度に完了
。河川激甚災害対策特別緊急事業  (S57～S61)
。河川災害復旧助成事業 (S57～S61)
。小規模河川改修事業 (S62～H9)

■長崎水害緊急ダム事業lS58箪月)

◇長臆Bノ芭災都市構想を受けて、既存利水容量の一部を利用した治水イしを決定

浦上川計画高水流最配分図 (河川整備基本方針 。河川整備計画) 蒲 上 ダ ム

措
豊
＝

３
喜

位

Ｉ
裸

単

基 本 高 水 流 五
計 画 高 水 流 量

O事業費

総事業費 :740億円

〕叶
)1

● 浦上ダムの目的は、当初は「水道用水」でしたが、長崎大水害を契機に容量の一部を治水化し、再開発

後は「①洪水調節J「②流水の正常な機能の維持Jの2つです。

県が約740億円の事業費を負担し、そのうち国土交通省から1/2の補助を受けています。
● 事業は県と長崎市の共同による多目的ダムの建設ですが、県が施工主体として進めています。

O浦上ダムの目的 ②流水の正常な機能の維持(既得上水道用水を含む)

長崎市の水道用水1日 当たり23,900m3を確保し、浦上川の維持流最とし

て学含橋地点で、O.058m3/秒の流量を流下するための水源として、利水

容量を洪水期は水道1,∞0,000m3、 流水の正常な機能の維持

210,OOOm3を確保する。非洪水期は水道1.58Q000m3、 流水の正常な

機能の維持330,OOOm3を確保する。

稲
佐
橋

O貯水池容量配分図

団
ダム天端高 EL45.5m かさ上げ高 30cm

准
０
０
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2.事業概要<浦上ダムの目的>

①洪水調節

ダム地点において、基本高水流霊225m3/秒
を浦上ダムで75m3/秒 に調節するため、浦上

ダムで洪水期は治水容量1.120,OOOm3を、

非洪水期は治水容量420,OOOm3確保する。

再開発後

サーチャージ水位 EL.43.8m

洪水調節容量
1,120,000∬

制限水位 EL.39.7m

420,000「 i
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2.事業概要くダムの諸元>

●浦上ダムは、既設ダムを改築 し、高さ21.lm、 長さ94.9mのダムを建設します。

【A― A'断面】

下 流 面 図 標 準 断 面 図 7

河 〕‖ 名 2級河川 浦上川水系大井手川

位   置 長崎県長崎市昭不口町195番地先

型   式 重力式コンクリートダム

総員,水容量 24以税∝だ賄3

有効貯水容量 2,33α 000m3

堤   高 2司 lm

堤 頂 長 949m

＼

A A

Ｅ

ｉ
ｒ
氏
　

（
樋
く
る
）
範
哩

2.事業概要<事業計画と進捗状況>

O事業の進捗状況
○長崎緊急ダム事業全体

(事業費 :

長崎バイ
パ ス

O浦上ダム

(事業費 :205億円)

ヽ

上流側

②貯水池掘削
/

制御堰 .' 卜

・

一
′

ｒ
　
ヤ

/

8

令和2年度までに

約14%の事業費を施行

転流工

!

下流l貝」

川工

〆



3,事業の効果・必要性<目 的>洪水調節

①洪水調節
～大雨時の川の増水による被害を軽減 し、人々の命とくらしを守 ります～

ダムができると・・・

大雨のBきに、上流からの水をダムに

ためることで、下流の川に流れる水

の霊を減らし、下流の洪水被害を軽

減します。

L転1埠
=

225 浦上ダム

長
崎

港

〇計画高水流量配分図 (単位 :m3/sl

[1000] [1000] [910]
7.60860

昭和26年7月 7日

昭和26年 10月 14日

昭和31年3月 18日

昭和31年9月9日

昭和34年9月 16日

昭和57年7月 23日

大   ~凡 例T
橋 [ ]:基 本 高 水 流 量

裸 書 :計 画 高 水 流 量

単 位 :m3/s

E個百規l瞑1/<Юの対象降雨量

1時 F翻97-¨

基本高水のピーク流量

基準点鯨 で1(力筋品IS

尋脇 離

錦 い酷欄 寒乃帥 /゙s

計画規模1/100の 雨による
洪水を浦上ダムの改修によ
り安全に流す計画です。

７５

大

手

川

岩
避
川

城
山
川

古
恵
川点

Ｆ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

三
川
川

稲
佐
橋

[770]
620

E570ユ

420

9

● 昭和57年7月23日 に九州地方を襲った蒙雨は、長崎県に未曾有の大受害をもたらし、浦上川では

氾濫により甚大な被害を被りました。これを受けて、浦上川では抜本的な治水対策を行つています。

●浦上川の過去の洪水被害

床上浸水70戸        (長 崎市全体の級害実鰯
床下浸水330戸
家屋全壊4戸         同上

床上浸水134戸

家屋全壊233戸       同上

半壊コ33戸
家屋全壊セ 戸        同上

半壊37戸

家屋全壊19戸        周上

半壊128戸

死者行方不明者299名    同上
床上浸水2,241戸
床下浸水1ち393戸

(出典 :Sbr.r23長 崎大水告災害復興刊0年誌)

-150m3/s

浦上ダムに水をためること

により、稲佐橋地点で

14飾 3/sの 流量を低減 します。

3.事業の効果・必要性<長崎市の過去の洪水被害>

発生年月日 被害内容

大橋下流 浦上橋上流

〇長餡大水雷の†反害状況 (昭本日57年 r月23日 )

10



3.事業の効果・必要性<目 的>流水の正常な機能の維持

②流水の正常な機能の維持
～渇水時も水の流れを安定させ、既得用水 (水道など)の確保、水生生物の生息環境 L景観を維持 します～

長崎市の水道用水一日当たり24千m3を石窪保し、浦上川の維持流畳として学舎橋地点で、O058m3/sの流量を確保します。

‐

日照りが続与ヽた時にもダムカlら水を瀧し、川を流
れる水の量を安定させ、以前から取られてしヽる水
i壌用水や農業用7よなどに感愛な水を確l黒 七″ますぃ
また、魚声∫ど,IIの生き物の生息環境を曹ります。

O長崎市内の過去の主な渇水

表 26 昭和 39年 ～40年頃の納水状況の写真

「長崎県のダム事業J 平成 手9年 3月 長崎県土本部河 ,1:繰 より
11

ダムができると・・・

ヽ
」
■

，

亡ホT朽 凛

ど

発生年月 摘要

昭和21年 3月 2日 G時間給水

昭和36年 9月 I日 3時間給水

昭和39年 9月 1日 12時間給水

昭和40年4月 2日 3時間給水

昭和42年 9月 1日 12時間給水

昭和44年 9月 2日 24時間給水

平成6年 10月 長崎市渇水対策本部設置

平成19年 9月 取水制限最大50%

4.事業の経緯<主な経緯>

0長崎水害緊急ダム事業の沿革

年月日

昭和57年7月 23日

昭和58年4月

昭和62年 10月

昭和62年 11月

平成元年4月

平成3年6月

平成10年 12月

平成13年 1月

平成13年6月

平成15年3月

平成16年3月

平成21年3月

平成22年 10月

平成23年6月

平成28年5月

令和3年

長崎大水害

建設事業着手

基本協定書締結

全体計画(西山ダム建設事業)

基本協定書変更

全体計画変更

事業再評価

浦上川水系河川整備基本方針策定

浦上川水系河川整備計画策定

事業再評価

全体計画変更

事業再評価

基本協定書変更

事業再課1面

事業再評価

事業再評価

死者行方不明者299名
長崎水害緊急ダム事業          ′

・ 長崎防災都市構想を受けて、浦上ダム等の治水化が決定

本河内低部ダム追加
中尾ダム新規開発置追加

本河内低部ダム、本河内高部ダム、浦上ダム、中尾ダム、雪浦
第2ダム、雪浦ダムを追力D

事業継続

事業継続

工期変更

雪溝第2ダム中止を含む見直し継続

蟹浦ダム計画変更 :雷浦第2ダム、雪浦ダムの削除等

事業継続

工期の見直し

工期の見直し

12



5.事業計画変更の内容 (工期の変更)<今 (令和3年)>口

● 平成28年7月 1日 県公共事業再評価 (継続実施)  ⇒
● 令和3年7月    県公共事業再評価(工期の見直し)⇒

令和7年度完成予定
令和11年度完成手定

分類 工種
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和

5年度
令和

6年度

令和

7年度
令和

8年度
令和

9年度
令和

10年度
令和

11年度
令和

12年度

計画 貯水池運用計画 ―

⇔ H28再評価

⇔ R3再評価貯水池掘削計画 →

下流取付河川計画

移転補償

工事 下流取付河川工事 ← ⇒

貯水池内仮締切工事

貯水池掘削工事

ダム本体工亭 ←

試験灌水 ⇔
⇔

<工期変更の理由>
O貯水池掘削計画の見直し

・ 貯水池掘削工事中の貯水池の取水運用について長崎市と協議した結果、平成 19年の渇水時にも対応する町要があることか
ら、貯水池運用計画の協

‐
習崎と施工計画の見直しによる遅れから、本体完成及ぴ試験湛水が令和 11年度末になること。

13

長崎市が利水容量を有する長崎県管理8ダムの未堆砂容量を弾力的に運用し、
準水することでその効果を検証した。

検証内容は、工事中の貯水容量、長崎市の取水運用方法、導水に財要となる
施設内容である。                   .

:利用可能容量

5.事業計画変更の内容 (工期の変更)<今 (令和3年)>ロ

①他ダム未堆砂容量からの導水による効果検証

未堆砂容量算出イメージ

14



5.事業計画変更の内容 (工期の変更)く今 (令和3年)>ロ

②工事中の町要貯水容量の検討

浦上ダム貯水池掘削工事期間中に確
保しなければならなしヽ貯留量を設定す
るために、利水計算を実施した。
近年11年間の浦上ダムおよび他の

8ダムにおいて、実績取水量、導水可
能量を設定し、渇水年においても運用
可能な貯水容量を検討した。

いて140m3/sの 洪水調節を行う。

対策案の概要

水源として未堆砂容量を考慮するダムの位置図

15

※ダム検証時に「再評価実施要領細目」において示された26案を対象について、浦上

川流域での適用の可否を踏まえ、8案について検討した結果、経済性等の観点から

「②ダムの有効活用

・・

一、ィ
i衝10「 i ~

円

ン

において

亀下調整池
(長崎大学
グラウンド)

ること 浦上 ム 上
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大井手
「こ羽にし、 ― ク

,11 し

時津選項二
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下の川

流
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6.代替案立案の可能性
Oダムの整l歯治水対策案

④放水路(捷水路)③遊水地(調節池)等治水対策案

概算事業費

で

約358億円

』

約303億円



6.代替案立案の可能性
治水対策案 ⑥引堤⑤河道掘肖1

※ダム検証時に「再評価実施要領細目」において示された26案を対象について、浦上

川流頓での適用の可否を踏まえ、8案について検討した結果、経済性等の観点から

「②ダムの有効活用(現計画)」 が最も有利と判断しました。

い ¬〔 浦上川の現堤
地点において1

内

:'激 tl′
l

「こ

る。

対策案の概要

対策案の概要

概算事業費

II

下させる。

,11

を流下させる。

掘削深さ
上流 :平 均20m程度
下流 i平 均07m程度 ]|1是中冨1 5m程度

上

……Ⅲ…_と'Ⅲrri

か

堤防嵩上げ(パラペット)

し

において1

゛
'St｀

堤防嵩上げ

百拿 ,(

17
約462億円 円

'可

、、、主_ _1馬主 |●・il ア/、 こ,rF益 →β こ

⑦堤防嵩上fず治水対策案 ③複合案(下流 :嵩上げ、上流 :河道掘肖1)

7.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成28年度 )

今回評価

(令和3年度)

全事業 1.64=2,477億 円/1,511億円 1.34=2,613億 円/1,950億円

残事業 3.89=495億円/127億円 3.84=516億円/134億円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・ダム建設に要する事業費(工事費、用地費)、 ダム維持管理に要する費用

〔便益〕
・家屋、家庭用品、事業所、農作物、公共土木施設等の直接被害に対する便益、

営業停止t応急対策費等の間接被害に関する便益、流水の正常な機能の維持に対する便益

〔プラス要因〕
日なし

〔マイナス要因〕
ロエ期の延長

〔その他の要因〕
日治水経済調査マニュアル(案)の改訂(R3.4)

・各種資産評価単価及びデフレーターの改正(R3.4)

(浸水区域内資産額(家屋資産の評価単価)の増加等、浸水別被害率の増加等)

18



8.対応方針 (旅案 )

対応方針
(原案) 0①事業の町要性に関する視点

1)事業を巡る社会的情勢の変1ヒ

・ 浦上川では、想定氾濫区域内人□や資産について、前回の平成28年評価時から大きく変イヒしていません。
2)事業の投資効果

。事業を実施することにより洪水氾濫に対する治水安全度の向上が期待でき、浸水区域内の被寄の軽減が見込まれます。
・ 事業を実施した場合における費用対効果 (B/C)は 1.34です。 (令和3年度評価)

3)事業の進捗状況
・ 浦上ダムの変更工事内容の設計検討・ 関係機関協議等を進めるなど、事業費ベースで約76%〔約565億円/7網億

日工 (令和2年度末)の事業進捗となつています。

②事業の進捗の見込みの視点
・ 令和4年度の貯水池掘削工事及び令和8年度のダム本体工事着手に向け、設計 。施I計画検討を行い、着実に進捗し

ていることから、令和 1‖ 年度までの完成が見込まれる。
・ 貯水池掘削工事後にダム本体工事に着正するよう見直したことから、毛和7年度の完成工期を宅和11年度に変更し

ます。

③コスト縮減や代替立案の可能性の視点
・ 治水の観点から、現計画案(ダムの有効活用(嵩上1引案)と現計画案以外の代替案を比較検討し、最も有利な案は現計

画案(ダムの有効活用(嵩上十〕案)と評価しています。
・ 設計段階や工事施工においても、工法の工夫や新技術の積極的な採用により、◆後もヨ|き続きコスト縮減を図つてい

きます。

9

長崎水害緊急ダム事業 (浦上ダム)は、浦上川の抜本的な治水対策のために必要不可欠な事
業であり、早期に完成させる必要があるため令和11年度の完成を目指し、『事業を継続』
することとしたい。



エ ス

湯江川 事業名 総合流域防災 事業区間
島‐原市 河 口(有明橋 )

～川原橋上流 L=1,200m河川名

事業再評価後5年経過 (再々々評価)再 評 価 の 実 施 理 由

鉄道橋の架替に関する島原鉄道との協議が難航しており、鉄道橋お
よびその上流の改修ができないため未着工或いは事業が長期間要している理由

洪水に対し安全な河道を確保し、河川の氾濫を防止する。事  業  目  的

河道拡幅等に伴う、護岸整備及び橋梁架替事 業 実 施 内 容

長崎県総合計画チャレンジ20209-(4)5「 地震、大雨、台風、高
潮などの自然災害に備えた施設整備など防災紺策の推進」

上 位 計 画 に お け る 位 置 づ け

240m3/s 治水安全度 1/30

事
業
内
容

日標流量

用地着手年 平成6年度 工事着二年 平成7年度事業採択年 平成4年度

投資事業費
(内用地費)

5.9億円(進捗率 34.7%)
0,1億円(進捗率 66.9%)

全体事業費
(内用地費)

17.0億円
(0.2億円)

事業進捗状況
河日から江サII橋と島原鉄道橋の中間地点まで、護岸整備が完了している。

事
業

の
進
捗
状
況

一連の整備効果の発現状況 湯江橋までは計画流量の100%の流下能力が確保されている。

現状での課題 事業を促進し、早期完成を目指す。(令和8年度完成予定)

① 浸水戸数

② 農地浸水面積

③ 重要な公共施設等

④ 災害弱者関連施設

⑤ その他

34 戸

13.3  ha

郵便局1

特になし

特になし

災害発生時影響 (想定氾濫区域内)

① 主な被災年

② 最大浸水戸数

③ 最大農地浸水面積

④ 重要な公共施設等

⑤ 災害弱者関連施設

⑥ その他

昭和60年,昭和63年 ,平成3年

24戸  昭和68年 5月 洪水

22.8ha 平成3年 6月 洪水

不明

不明

不明

災害実績

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況

① 改修目標流量に対する現況流下能力の割合 :約40%

② 現況の治水安全度  : 1/3程度

③ 関連事業との整合性
の変化

④ 地域の事業に対する
社会的評価

⑤ 事業の状況

特に開発計画はないが、下流域には国道・島鉄を中心とする旧有明
町の中心部が含まれる。

市は河川事業の促進に協力を続けている。

国道に平成16年度から交通安全施設等整備事業として歩道整備が

実施されている。

洪水氾濫被害に対する安全れと保のため、河川改修事業の早期完成
が望まれている。

●(‐道橋架け替え工事の着手に向け、島原鉄道と調整中。

① 地域開発の状況

② 地域の協力体制

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化

地
域

の
状
況

費
用
対
効
果
分
析

治水経済調査マニュアル (案)に基づき分析

総便益 (B): 4,458 百万円

総費用(C): 2,521 百万円

B/C= 1.77

再評価による今後の紺応方針 事業継続



令和 3年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業
・
　

ご

湯江川

一ご

|

Ｅ
ｏ
ｏ
［
．一
＝
コ

題
凶
回
龍
や
制

流域面積
幹川流路延長

: tS‐Ok市2

1 8.6km

事業主体

河川-2 湯江川総合流域防災事業

長崎県

再評価
の理由

再評価後5年経過

1

刊.審議経過

審議経過 再評価の理由

工期
事業資
(億円)

B/C 概要

着工 完了

第1回審議
(H13)

事業採択後
10年経過

H4 H18 109 250
改修延長 L=1,200m
河床掘削t護岸整備、堰・落差工改築、
橋梁架替等

第2回審議
(H18)

再評価後
5年経過

H4 H23 109 266

第3回審議

(H23)
再評価後
5年経過

H4 H28 109 196

第4回審議

(H28:今回)

再評価後
5年経過

H4
H38
(R8)

170 135

第5回審議
(R3:今回)

再評価後
5年経過

H4 R8 170 177

2



2.目 的・事業概要・これまでの経緯

◆目  的
・湯江川の総合流域防災事業は、河口から上里
の集落地区にいたる間を現川の河床掘削,護岸
の整備、堰日落差工の改築を行い、洪水に対し
安全な河道を確保し、河川の氾濫を防止するこ
とを目的としている。

▼事 過

事業進捗率 34.7%(事業費ペエス)

用地進捗率 66.9%(事業費ベース)

有明海

標準断面図 (O k 240)
務

摩

◆事業概要

工事延長 L=1,200m

整備内容
河床掘削、護岸整備、堰・落差工改築、
橋梁架替

全体計画 L=1200m

川原橋

常三号落差エ

山 ノ田川

‐ :整備済み区間

歴 :未改修区間

閣 :他事業

が
肇

ヽ
釘
崎
橋

3

切
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き を

さ 亀

毎
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襲
道 乾

旬

匈
遵
？
５
７
Ｓ

平成 4年度 事業化

平成 6年度 用地買収着手

平成 7年度 工事着手

3.事業の効果・必要性

<河川の氾濫防止 >
想定氾濫区域内は、上流に住宅地及び事業所が多くあり、
下流に農地が存在している。

<過去の被災状況>
湯江川周辺は、過去に何度も家屋及び農地が浸水被害に見舞われ
ており、河川改修による事業効果が期待される。

平成 3年 6月 30日

湯江川橋付近 (1/000付 近)

平成 3年 6月 30日

江川橋より上流側(1/100m付 近

発生年月 漫水声数 操水画嶺
―

時間最1大田量

平成3年 6月 30日 19戸 (床下) 22 8 ha
97 0mm

(雲仙岳測候所)



4.事業の進捗状況

・河口から江川橋と島原鉄道橋の中間地点まで、護岸整備が完了している。

日長崎県総合計画チヤレンジ20209i(4)-5「地震、大雨、台風、高潮などの自然災害

に備えた施設整備など防災対策の推進」に位置付けられている。

5

全体計画区間L〓 1,2∞m(河口～川原格上流)

有明橋

◇進捗率 (令和2年度末見込み :事業費ペース)

全体 R2年度末まで 進捗率 R3年度以降残

刊70億円
(約O.2億円)

59億円
(約O.1億円)

34 7%
(ヽ勾66.9勁 6)

11 刊億円
(約0刊 億円)

5.上位計画への位置付け・関連事業の状況

6



6.社会経済情勢等の変化

・想定氾濫区域内の住宅地及び事業所の変化はなく、依然として多くの存在している
ことから、住民から早期完成が望まれている。

7

7,事業の投資効果

◆ 用対効果(B/C)

〔費用〕

'河川整備に要する事業費 (工事費、用地費)、 河川維持管理に要する費用
〔便益〕                          Ⅲ

日年平均被害軽減期待額、施設等の残存価値

〔プラス要因〕
日特になし

〔マイナス要因〕
れ特になし

〔その他の要因〕
口治水経済調査マニュアルの改定 (被害率の増加)

ヨ資産評価単価及びデフレーターの改定 (プラス側要因orマイナス側要因)

8

項 目
前回評価

(平成27年度)

今回評価

(令和3年度)

全事業 1.35=27.6億円/20.5億 円 1.77=44.6億 円/25.2億円



8.対応方針 (原案 )

◆ 本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする
事業である。

◆ 事業進捗は、事業費ベースで約35%であり、用地進捗率は約67%と
なつている。

◆ 地元の島原市からも早期完成が望まれている。

◆事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は見込めず、また、代

替え代替案の可能性ない。

◆ 費用対効果が十分に見込まれる。

対応方針
(原案)

9

継 続



エ ス

佐々川 事業名 総合流域防災 事業区間
見返橋～松瀬堰上流
L=6,230m河川名

再 評 価 の 実 施 理 由 再評価後3年経過(事業費及び工期の見直し)

未着工或いは事業が長期間要している理由
改修延長も長く、橋梁等の構造物も多い工事のため。また、他河川ヘ

の重点配分により、十分な予算配分ができなかったため。

事  業  目  的 洪水に対し安全な河道を確保し、河川の氾濫を防止する。

事 業 実 施 内 容 河道拡幅等に伴う、築堤、掘削、護岸整備及び橋梁架替

上 位 計 画 に お け る 位 置 づ け長崎県長期総合計画2-2-4(自 然災害のない安全な県土づくりの推進 )

事
業
内
容

目標流量 820m3/s 治水安全度 1/10

昭和36年度 用地着手年 昭和36年度 工事着二年 昭和36年度事業採択年

全体事業費
(内用地費 )

89.1億 円
5。 8億円

投資事業費
(内用地費)

83.1億 円(進捗率 93.3%)
5.7億円(進捗率 98.3%)

事業進捗状況
下流部右岸側の築堤、中流部の河床子屈削が残つているが、ほぼ全川にわたつて河
道の拡幅、護岸の整備などは完了している。

事
業

の
進
捗
状
況

一連の整備効果の発現状況 全)FIにわたつて、計画流量の80%の流下能力を確保している。

現状での課題 事業を促進し、早期完成を目指す。(令和10年度完成予定)

540 戸

60   ha

町役場 1、 文化会館 1、 高等学校 1、 浄水場 1、 駅 1、 郵便局1、 公民館 1、

体育館2、 武道館 1、 図書館 1、 郷土資料館1等

福祉センター3、 幼稚園1、 保育園2、 小中学校2、 病院2、 医院4、 歯科医院6

松浦鉄道

① 浸水戸数

② 農地浸水面積

③ 重要な公共施設等

④ 災害弱者関連施設

⑤ その他

災害発生時影響 (想定氾濫区域内)

昭和42年、47年、平成2年、3年、14年、21年、22年

1558戸 (昭和42年 )

168.5ha(昭 和42年 )

不明

不明

不明

① 主な被災年

② 最大浸水戸数

③ 最大農地浸水面積

④ 重要な公共施設等

⑤ 災害弱者関連施設

⑥ その他

過去の災害実績

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況

① 改修目標流量に対する現況流下能力の割合 :約80%

② 現況の治水安全度  : 1/2以下

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等

の
変
化

地
域

の
状
況

③ 関連事業との整合性
の変化

④ 地域の事業に対する
社会的評価

⑤ 事業の状況

西九州 自動軍道のインターチェンジが整備されているため、周辺で企

業などの立地が見受けられる。

地域住民の協力を得て事業を実施している。また、佐々川をきれいに

する会などが中心になり河川愛護活動が行われている。

特になし。

洪水氾濫被害に対する安全の確保のため事業の早期完成が望まれ
ている。

軟弱地盤対策として地盤改良の追加及び仮設工を変更したことによ
り、完成年度が令和5年度から令和10年度に延びた。

① 地域開発の状況

② 地域の協力体制

費
用
対
効
果
分
析

治水経済調査マニュアル (案)に基づき分析

総便益 (B): 412,286百万円

総費用 (C): 38,452 百万円

B/C=10.72

再評価による今後の対応方針 事業継続



令和 3年度 第 1回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

Fv崎 県

くタ

事業主体

―
河川-3 佐々川総合流域防災事業

長崎県

再評価
の理由

事業買及び完了工期の見直し

流増面積  : 86.Okm2
粋川流路延長 :21,9km 奉

1

1.審議経過

審議経過 再評価の理由

工期
事業費

(億円)

B/C 概 要

着工 完 了

第 2回審議

(H15)
再評価後
5年経過

S36 H20 69.1 12.23
工事延長L=6′ 230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、

橋梁架替、堰改築等

第 3回審議

(H20)
再評価後
5年経過

S36 H23 69.1 11.フ0

工事延長L=6′ 230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、

橋梁架替、堰改築等
工期をH23年まで延長

第 4回審議

(H25)
再評価後
5年経過

S36 H30 フ6.1 10.44

工事延長L=6′ 230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、

橋梁架替、堰改築等

事業買フ億円増、工期をH30年まで延長

第 5回審議

(H30前回)

再評価後
5年経過

S36
H35
(R5)

84.1 9.89

工事延長L=6′ 230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、

橋梁架替、堰改築等

事業賣8億円増、工期をR5年まで延長

第 6回審議

(R3今回)

再評価後

変更

(事業資・I期見直し)

S36 R10 89.1 10.フ2

工事延長L=6′ 230m
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、

橋梁架替等

事業賣5億円増、工期をR10年まで延長



2.目 的・事業概要・これまでの経緯

◆ 目  的
・佐々川総合流域防災事業は、河口見返橋から神田市瀬
橋上流の新開堰間を現川の河道拡幅、河床掘削,護岸整
備、橋梁架け替え、堰改築を行い、洪水に対し安全な河道
を確保し、河川の氾濫を防止することを目的としている。 i

◆事業概要
工事延長 佐々川 L=6,230m

整備内容
河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替
堰改築

▼事業経過

3

昭和 36年度 事業化

昭和36年度 用地買収着手

昭和36年度 工事着手
佐世 団

神田工区
/

歯

1事業

佐々町

福井川

粟
林
堰
⑥

佐世保市

藤

田
撃
⑩

訪 ,H

佐

◎
神
田
市
′
瀬
橋

佐々町

③

正
興
↓
橋

本 川
事業進捗率 98.3,も (事業貴ペース)

用地進捗率 99.0,`(事業資ベース)

3.事業の効果・必要性

<河川の氾濫防止 >
想定氾濫区域内は、密集市街地や商業施設が多くあり、下
流部に農地が存在している。

<過去の被災状況>            ｀

佐々川周辺は、過去に何度も家屋及び農地が浸水被害に見舞われ
ており、河川改修による事業効果が期待される。

守

卿
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□ EE至
 、
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―  、 /
年月日

時間雨量

<24時間雨量 >
※流域平均雨量

枚害状況

S4279
1117(mm/h)

<2253(mm/24h)>

死者行方不明者:50人
床上・床下浸水 1.558戸

浸水面積:394ha
枚害総額 5億3千7百万円

H272 474(mm/h)
<2958(mni/24h)>

床上・床下浸水 11戸

漫水面積:32ha
枚害総額 6子 1百万円

H14916 628(mm/h)
<3226(mm/24h)>

床上・床下浸水 44戸

浸水面積:77 2ha

H21725 885(mm/h)
<2525(mm/24h)>

床上・床下濃水 9戸

浸水面積:120 0ha

H22713
665(mm/h)

<1290(mm/24h)>
床上・床下浸水 1戸

浸水面積 :103 0ha 刀



4.事業の進捗状況

・下流部右岸側の護岸、中流部の河床掘削が残つているが、ほぼ全川にわたつ

て河道の拡幅、護岸の整備などは完了している。

5

主要ユ他方道 栗木吉井線

◇進捗率 (令和2年度末見込み :事業費ベース)

進捗率 R3年度以降残全体 R2年度末まで

60億 円
(約0.1億円)

89司 億円
(約58億円)

83.1億円
(約57億円)

933%
(1的 98 3ワ6)
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4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

□固課、 /

鵬

殿

‐` /

′

Ｆ

ｒ

式

/ゲ
/

〔事業費増の主な内容〕

事業資増の内害 贈顔 宝な増領理由

①軟弱地盤対策
(地盤改良)

約 1.0億円
佐々大橋下流右岸の護岸整備実施に伴い、軟弱地盤対策として

地盤改良が必要となつたことにより、費用が増加した。

②仮設エ 約 2.0億 円
佐々大橋下流右岸の護岸整備実施に際し、地元と協議した結果、

締切等の仮設工が変更となつたことにより、費用が増加した。

③河床掘削 約 1.5億円 堆積土砂の増大により、河床掘削費用が増加した。

⑤その他 約 05億円
軟弱地盤対策等にかかる調査・設計費用が増加した。

労務費や資機材等の価格上昇により費用が増加した。

計 約 5.0億 円 6



4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

佐々橋

々大

見返橋

【完了工期】R5(前回)→ R珂 0(変更あり)

日軟弱地盤対策としての地盤改良及び仮設工の変更により、工事に時間を要するため。

H長崎県総合計画チャレンジ20209-(4)-5「 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害

に備えた施設整備など防災対策の推進」に位置付けられている。

7

8

5.上位計画への位置付け・関連事業の状況



6.社会経済情勢等の変化

・想定氾濫区域内には、密集市街地や商業施設が多く存在し、下流部に農地が存在
し、過去に多数の家屋の浸水被害が発生していることから、住民から早期完成
が望まれている。

9

7.事業の投資効果

◆ 用対効果(B/C)

〔費用〕
日河川整備に要する事業費(工事費、用地費)、 河川維持管理に要する費用

〔便益〕
口年平均被害軽減期待額、施設等の残存価値

〔プラス要因〕
口特になし

〔マイナス要因〕
H総事業費の増加
H工期の延長

〔その他の要因〕
日治水経済調査マニュアルの改定(被害率の増加)

日資産評価単価及びテ・フレーターの改定(プラス側要因orマイナス側要因)

前回評価

(平成30年度 )

今回評価

(令和3年度 )項 目

10.72=4′ 122つ億円/384.5億円全事業 9.89=3,026.6億 円/305。 9億円

10



8.対応方針 (原案 )

◆ 本事業は、「洪水による浸水被害の軽減をはかる」ことを目的とする
事業である。

◆ 事業進捗は、事業費ベースで約93%であり、用地進捗率は約98%と
なつている。

◆ 地元の佐世保市及び佐々町からも早期完成が望まれている。

◆事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は見込めず、また、代
替え代替案の可能性ない。

◆ 事業費の増額、事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に
見込まれる。

対応方針

(原案)

11
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チエックリス トによる河川事業再評価項目

河川名 宮村川 事業名
総合流撃防災事

事業区間 河口(Ok000)～ 河川整備計画上流端 (2k500)L=2,500m

再評価の実施理由 再評価後5年経過

未着工或いは事業が長期間要 している理由 他河川への重点配分により、十分な予算配分ができなかうたため

事
業
内
容

事 業 目 的 洪水に対 して安全な河道を確保 し、河川の氾濫を防止する。

事業実施内容 河道掘削、築堤、根固工、引堤、上中江橋改築、樋管改築等

上位計画における位置づけ
長崎県総合計画チヤレンジ20209-(4)5(地震、大雨、台風、高潮などの自然災

害に備えた施設整備など防災対策の推進)

目 標 流 量 150耐 /s
(治水と準点 :上 中工格 )

治水安全度 W=1/30

事
業

の
進
捗
状
況

事業採択年 昭和40年度 用地着手年 昭和40年度 工事着二年 昭和40年度

全体事業費

(内 用地費 )

3200億円

030億 円

投資事業費

(内用地費 )

28.03億 円

027億 円

(進捗率 88%)

(進捗率 90%)

事業進捗状況 」R橋下流左岸の築堤工事が完了し、JR橋下流右岸、上流区間の改修工事は未着手である。

一連の整備効果の発現状況
Ok000～ Ok400ま での400m区 間、Ok600～ Ok700ま での100m区間、l k870～ 2k200ま での330m区間、
2k280～ 2k300ま での20m区間、合計850m区 間の流下能力は無害高評価において、計画流量を満足
するが、それ以外の区間は一連計画流量を満足していない。

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等

の
変
化

事
業

目
的

に
関
す
る
諸
状
況

現状での

課題
事業の促進に努め、令和7年度の完成を図る。

220戸

40 71ha

佐世保市立宮中学校、佐世保市役所宮支所

昭徳保育園

国道205号

浸 水 戸 数

② 農地浸水面積

③ 重要な公共施設等

④ 災害弱者関連施設

⑤ そ  の  他

昭和42年 7月 8日 ～9日 、平成2年 6月 2日 ～7月 22日 、平成3年8月 19日 ～9月 24日

173棟 (床下浸水103棟、半壊66棟、全壊4棟 :昭和42年 7月 8日 ～9日 )

140m2(昭 和42年 7月 8日 ～9日 )

なし

なし

総合紋害額29.574千円(一般資産被害額12.462千円、営業停止損失312千円、農作物被害16,800千 円)

① 主な被災年

② 最大浸水戸数

③ 最大農地浸水面積

④ 重要な公共施設等

⑤ 災害弱者関連施設

⑤ そ  の  他

改修目標流量に対する現況流下能力の割合 :34%(流下能力が計画流量を満足する区間距離0 85km/2 500km)

② 現況の治水安全度 W=1/2程度以下

地
域

の
状
況

① 地域開発の状況 :

宮村川は、川棚町と波佐見町との境界をなす標高300～ 400mの小起伏山地を源流として、山関地を西方に流下し、谷底平野や

沖積平野を経由して早岐瀬戸に流入している。
周辺にハウステンボスが完成し、宮村川下流右岸側に従業員宿舎が整備され、周辺も宅地化されている。
また下流域には、市役所支所や中小学校等の公共施設が設置されており、」R大村線や国遭206号など重要交通網が当河川を横

断する。

② 地域の協力体制 :

佐世保市が主体となり協力を得ている。

③ 関連事業との整合性の変化 :

特になし

④ 地域の事業に対する社会的評価 :

洪水氾濫被害に対する安全の確保のため事業の早期完成が望まれている。

⑤事業の状況 :

工期延長の理由 : 河床掘削工法の変更によリエ期延長

費

用
対
効
果
分
析

「治水経済調査マニュアル (案):平成17年 4月 」に基づき分析

総便益 (B)

総費用 (C)

201,521 百万円

24,944百万円

8 08B/C=

再評価による
今後の対応方針

事業継続



令和 3年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業

事業主体 長崎県

河川-4 宮村,H総合流域防災事業

再評価
の理由

事業賣及び完了工期の見直し

,

1

一
■
ｒ，
一Ｉ

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)
B/C 概要

着 工 完了

当初

(新規評価なし)

S40

第1回審議

(H14年拶∋
S40 6.30

第2回審議

(H19有引支)

再評価後
5年経過

S40 H25 23.0 6.22
改修延長
河道拡幅、
替等

L=2′ 500m
河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架

第3回審議

(H24¬同費)

再評価後
5年経過

S40 H29 270 5.46
改修延長
河道拡幅、
替等

L=2′500m
河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架

第4回審議

(H26年度)

整備計画策策定 840 H35 27.0 5.50
改修延長
河道拡幅
薔等

L=2′500m
河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁無

第5回審議

(H31有苛童)

再評価後
5年経過

S40
R5

(H35)
27,0 6.47

改修延長 L=2′ 500m
河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架
書等

第6回審議

(R3年度)

再評価後変更

(工期 ,事業買 )
S40 R7 32.0 808

改修延長 L=2′500m
河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架

替等
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2.目 的口事業概要・これまでの経緯

◆目的

口宮村川総合流域防災事業は、河口から上
流にいたる現河川沿いに河道拡幅、河床
掘削、護岸等の整備を行い、洪水に対して
安全な河道を確保して、河川氾濫を防止す
ることを目的とする。

◆事業概要

改修延長 L=2,500m

事業内容
河道拡幅、築堤、護岸、
河床掘削、橋梁架替え等

治安安全度 VV〓 1/30

◆事業経過

昭和40年度 事業化

昭和40年度 用地買収着手

平成 9年度
萱原地区～寺辺田地先まで築堤、護
岸等概成後、一時中断

平成21年度 工事再開

改修延長 L=2,500m

河道拡幅、築堤、護岸、河床掘肖J、 橋梁の架

■■B整備中

■■日整備済
準断面標

督確用通!る

事業進捗率88.0%(事業費ベース)

用地進捗率90.0%(面積ベース)

鰤『

3

3.事業の効果・必要性

<河川の氾濫防止>
想定氾濫区域内には、支所、中学校等の公共施設及び多くの
家屋、また、一般国道205号、一般県道重尾長畑線などの主
要幹線道路が存在する。

事業実施区間 L=2,500m

<過去の災害状況>
宮村川周辺は、過去にも幾度となく家屋被害、農地被害を
受けていることから、河川改修による事業効果が期待でき
る。

_S4279 宮村橋から長畑
町を望む(佐世保市)

S4279 宮村橋から下
流を望む(佐世保市

92ポ

0∬

宮

支所

甲  氾濫区域

4

現在、30戸 程度

の宅地造成が行

われ、ま屋が増
加している

現在、宅地造成中

報 1,i

項  目 水害絨計記録

浜水年洵日 昭和42年 7月 8日 平成2年 6月 2日 平成 3年8月 19日

時間南量 125 1mm 67 0mm 63 9mm

家E被害 20nf 350浦

浪水被奮
農地枚害 140nf 355nf

床下浸水 103棟 43棟 14棟

被害憲量

床上澱水 0棟 2棟 1棟

―般資産敏害額 29,574千円 45,838千円

支 所 中学校 農 地 住宅地

5,681千 円



4.事業の進捗状況

全体改修区
部分の河床

の
削

間
掘

中で河道拡幅、護岸整備は完了し、未改修箇所は、河川中間
と上流の上中江橋となる。

5

4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

ド
ド

〔事業費増の主な内容〕

事業費増
27.0億円(前回)

⇒32.0億円(今回)

6

事業費の内容 事業資 主な増観理由

①河床掘削 約3.5億 円

バックホウ浚渫船工法から環境に配席し濁水を極

力抑え施工性に優れたサブマリンクリーナーエ法
に変更したことで増額した。

②残土処理 約1.0億 円
掘削土砂が増加したことで土捨場運搬等の費用に

より増額した。

③補償費 約0.5億 円
陸上処理施設の設置、撤去等の費用により増額し

た。

計 約5,0億 円



4.事業の進捗状況(事業費の見直し①)

サブマリンクリーナーエ法

匝

〔事業貴増の主な内容】

単1用口i増喜
I

,=繭嘲

河床掘肖1状況

7

事業資の内容 事業員 主な増領理由

①河床掘削 約3.5億 円

バックホウ浚渫船工法から環境に配慮し濁水を極
力抑え施工性に優れたサプマリンクリーナーエ法
に変更したことで増額した。

②残土処理 約1.0億円
掘削土砂が増加したことで土捨場運搬等の費用に
より増額した。

③補償費 約0.5億 円
陸上処理施設の設置、撤去等の費用により増額し
た。

計 約5.0億 円

4.事業の進捗状況(事業費の見直し②)

宮村川茅原橋～土捨場運搬経路 区  間
掘削土量 (印 3)

当 初 変  更

1期 施エ

O k 000～ O k 380
91059

2期 施工

O k 980～ O k 740
9,031

3期 施正

9k740-l k420
8.688

合 計 21,780 26.773

掘削土量が約5,000m3増 加

掘削土量
土捨場運搬経路図

〔事業費増の主な内容〕

土捨場状況

8

崇ヨ,● 冷オ
|

事業費の内容 事業資 主な増額理由

①河床掘削 約3.5億 円

バックホウ浚渫船工法から環境に配慮し濁水を極
力抑え施工性に優れたサブマリンクリーナーエ法
に変更したことで増額した。

②残土処理 約1.0億 円
掘削土砂が増加したことで土捨場運搬等の費用に
より増額した。

③補償費 約0.5億 円
陸上処理施設の設置、撤去等の費用により増額し
た。

計 約5.0億 円



4.事業の進捗状況(事業費の見直し③)

〔事業費増の主な内容〕   陸上処理施設

9

事素費の内審! 報 主な増観理由

①河床掘削 約3.5億 円

パックホウ浚渫船工法から環境に配慮し濁水を極

力抑え施工性に優れたサブマリンクリーナーエ法
に変更したことで増額した。

②残土処理 約1,0億 円
掘削土砂が増加したことで上捨場運搬等の費用に
より増額した。

③補償費 約0,5億 円
陸上処理施設の設置、撤去等の費用により増額し
た。

計 約5.0億 円

4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】R5(前回)→R7(変更あり)

・河床掘削に伴う施工方法の見直し及び掘削土量の増加のため

10



5.社会経済情勢等の変化

前回事業再評価時と比較した場合大きな変化はないが、事業化当時と比較すると、
近郊にはハウステンボス、社宅型大型マンションが建てられ、宅地造成も小規模で
あるが次々と開発され家屋が増加している。

事業着手時 (昭和42年撮影 )
11

(平成26年撮影 )

想定氾濫区域  11

韓
社宅型マンション

宅地造成

1大

「つ

ウステンボス

＼

ブ

＼

Ｌ

宅地造成

θ
〇
宅地造成

6.事業の投資効果

項 目
前回評価

t平成31年度)

今回評価

(令和3年度)

残事業 6.14=23.78億円/3.87億円 14.フ4=60,03億 円/4,07億円

全事業 6.47=1,369.92億 円/211.79億円 8.08=2,015.21億 円/249.44億円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
日治水事業着手時点から治水施設の完成に至るまでの総建設費と評価対象期間までの維持管理費

〔便益〕
ロー般資産 (家屋、家庭用品、事業所、濃漁家、農作物)便益

〔プラス要因〕
日一般資産額 (家屋、世帯数)の増加

〔マイナス要因〕
,1棟当たり床面積の減 114.lm2(H31)→ 98.6m2(R2)  、

〔その他の要因〕
口便益の微増に対し、事業費の増加と事業期間 (2年 )延期ががB/Cを下げた

12



7.対応方針 (原案 )

◆ 宮村川流域において、水害被害に対して、人的被害、一般資産、農地、公共施設等
.を守るため、安全な河道を確保し、河川氾濫を防止するための河川事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで約87.5%[28.0億 円/32億 ](令和2年度末)であり、用地

進捗率は90%となつている。

◆ 地元の佐世保市宮地区からも早期完成が望まれている。

◆ 事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は見込めず、また、代替案の可能性
ない。

◆ 事業費の増額t事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

13

対応方針

(原案)
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チエックリスト 相浦川事業評価検討総括表

河,II名 相浦サII 事業名
相浦)「 1河)II

改修事業
事業区間

佐世保市 河 口OK000～ 中里橋5K040
改修延長L三 5,040m

評 価 の 実 施 理 由 事業の妥当性評価

未着工或いは事業が

長期化している理由
県全体として事業費が縮減されたことにより、十分な予算配分が出来
なかったため。

事
業
内
容

事   業   目  的 洪水に対して安全な河道を確保し、河川の氾濫を防止する

事 業 実 施 内 容 河床掘削、引堤、護岸整備及び堰改築等

上位計画における位置づけ
長崎県総合計画チャレンジ20209-(4)5「 地震、大雨、台風、高潮などの自然
災害に備えた施設整備など防災対策の推進」

目標流量 1,200m3/s 治水安全度 1/100年

事
業

の
進
捗
状
況

事業採択年 用地着手年 工事着手年 平成26年度

全体事業費
(内用地費)

98.5億円
(― 億円)

投資事業費
(内用地費)

10.0億円(進捗率10.2%)
(― 億円(進捗率 ―%))

事業進捗状況 河 日付近の河床掘削、西九州道橋付近の護岸整備は下部完了している。

一連の整備効果の発現状況 河口付近の河床掘削により流下能力は向上している。

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等

の
変
化

事
業

目
的

に
関
す
る
諸
状
況

現状での課題
予算確保
事業の促進をはかり早期完成 (令和15年度予定)を図る

災害発生時影響 (想定氾濫区域内)

① 浸水戸数

② 農地浸水面積

③ 重要な公共施設等

④ 災害弱者関連施設

⑤ その他

713ナヨ

62ha

長崎県立大学、佐世保市立相浦中学校、佐世保市立相浦小学校等

佐世保市上相浦保育所、こだて内科等

松浦鉄道、主要地方道佐世保日野松浦線

過去の災害実績

① 主な災害年

② 浸水戸数

③ 農地浸水面積

④ 重要な公共施設等

⑤ 災害弱者関連施設

⑥ その他

昭和42年

650戸 (昭和42年 )

2.4ha(昭 不日57年 )

不明

不明

不明

① 改修目標流量に対する現況流下能力の割合 :約30%

② 現況の治水安全度    : 1/5程度

地
域
の

状

況

① 地域開発の状況
西九州自動車道や相浦ICも建設され、佐世保市のへ・ットタタンとして、急速に都
市化が進んでいる。

: 佐世保市が主体となり協力を得ている② 地域の協力体制     :
③ 関連事業との整合性の変化  :
④ 地域の事業に対する社会的評価 洪水氾濫被害に対する安全の確保のため事業の早期完成

が望まれている

費
用
対
効
果
分
析

治水経済調査マニュアル (案)の「治水事業の経済効果」に基づき分析

総便益 (B):   44,299百 万円

総費用 (C):   8,410 百万円

B/C=   5。 27

評価による今後の対応方針 事業実施



令和 3年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業
，、麟

河川-5 相浦川総合流域防災事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由

事業採択後6～9年経過

(完了工期の見直し)

―

li I●

ネ綜ｉ．、
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1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)
B/C 概要

着正 完了

当初

(H26新規 )

H26 R5 98.5 5.62
改修延長L=5,040m
河床掘削、引堤、護岸整備及び堰改築等

第1回審議

(R3今回)

事業採択後
6～9年経過

H26 R15 98.5 5.2フ

改修延長L=5,040m
河床掘削、引堤、護岸整備及び堰改築等

2



2.目 的口事業概要・これまでの経緯

改修延長 L=5.04km

事業内容 河床掘削、護岸整備、引き
堤、堰改築など

治水安全度 VV=1/100

◆目的

洪水に対して安全な河道を確保し、河川
の氾濫防止することを目的とする。

◆事業概要

事業進捗率10.2%(事業費ベース)

◎現在、河口から順次掘削を進めているが、
現況流下能力は1/2年規模程度と流下断面
積が著しく不足しており、早期に治水安全度
を向上させる必要がある。

◎未改修区間では沿川に事業所、家屋等が
集中する相浦地区最大の市街地が存在する。

◎当河川は昭和42年の洪水において甚大な
被害に見舞われており、地域住民の河川改
修に対する意識は高い。

日付 被害状況
時間最大降水量

(mm/h)

S23.9 一般資産約2億円 88.2

S42.7.9 床上浸水2,009戸 125.1

H2.6 床上浸水28戸 66.0

3

凡 例

≧ 対象河道

■ 整備済

多 想定灌滋区域

平成26年度 事業化  浚渫工

平成27年度 浚渫エ

平成28年度 護岸エ

平成29年度 護岸エ

平成30年度 河道計画設計

令和1年度 堰統合計画設計

令和2年度 河床掘削エ

3.事業の効果・必要性

卜1/2で敏埋する簡所
市街亀 (DID担 区)

送蘇 (萬遠道 )

と躊 (日竜)

蓮路 (県と)

,l

と 対象珂道

日 整構済

夕 想定旭滋冨攣

二
`||,'そ I′ 月

'日1日

'市

IA

ヤ「て′生′月,「 |

ln,商 |∴

_ユ _f上

4



4.事業の進捗状況

・下流部の浚渫工、上流部左岸側の護岸工及び河床掘削工の一部の整備は完了

しているが、全川にわたうての整備率は10.2%となつている。

′ノ
／

てフヽ
ヽヽ
‘コ

■ 整備済

○ ′くラペツトエ

攘 号1き 堤区間

堰改築

顧 橋梁根園めエ

≡ 河床掘肖1区 間

凡 例

◇進捗率(令和2年度末)

全体 R2年度まで 進捗率 R2年度以降 踵盤強

985億円 100億 円 10 2% 885億円 睡 5

4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】R5(前回)⇒ R15(変 更あり)

日堰改築にかかる検討及び地元調整に時間を要し、現在の工期内の完了は難しいため。

〔事業期間延長の主な内容〕

エ
　
　
　
エ
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卜

間

　

め
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ツ
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固

削

鱗
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崚
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河

■
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饉
　

Ｌ
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6

・ ll十 籐

▼

瀞
ゞ

権浦堰相浦橋

横手堰大井鴇静
ヽ

跡ユ

が
｀

イ
も
送

事業期 間廷長の 内暮 主な通長理 由

①堰高の検討 堰改築後の堰高が4mを越える計画となつているため、堰高を低減する検討に時間を要している。

②関係者との調整 相浦堰の水道管理者、大井手堰及び横手堰の農業用水管理者等の関係者が多数存在し、その調整に時間を要している。

③史跡 堰改築区間内に飛石(史跡)や中洲が存在し、その保存工法の検討や関係者の調整に時間を要している。

④相浦橋への影響 堰改築区間下流部にある相浦構への影響について、その検討及び管理者との調整に時間を要している。



5.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成26年度 )

今回評価

(令和3年度 )

残事業 新規事業化 6.35=409.c億 円/64.5億円

全事業 5.62=518.5億 円/92.2億円 5.27=443.0億円/84.1億 円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・治水事業着手時点から治水施設の完成に至るまでの総建設費と評価対象期間までの維持管理費
〔便益〕
日一般資産(家屋、家庭用品、事務所、農漁家、農作物)の便益

〔プラス要因〕
L特になし

〔マイナス要因〕
ロエ期の延長(堰改築にかかる検討及び地元調整の難航)

・一般資産額の減少(資産額の高い事業所の除外)

〔その他の要因〕
・費用便益分析マニュアルの改定(プラス側要因)

◆流下能力が不足する区間の河川改修を実施し、治水安全度の向上を図る事業で
ある。

◆事業進捗率は事業費ベースで約10.2%[10.0億/98.5億 1(令和2年度末)である。

◆地元の佐世保市からも早期完成が望まれている。

◆事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は見込めず、代替案の可能性はない。

◆事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

7
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6.対応方針 (原案 )

対応方針
(原案)

継続



事業再評価調書
事業名 大規模特定砂防事業(火山砂防) 地区名 矢の平川 所在地 長崎市

ミ崎 L 担 当部 〔名 土 う〔部 砂 防課

事
業
概
要

(1)事 業目的
当該箇所は長崎県長崎市中央部の矢の平町 1丁 目に位置し、保全対象として人家46戸、市道

379mを含む土石流危険渓流 Iである。当箇所は流域内が荒廃し、土砂や流木が流出する上石
流災害が発生する恐れが高いことから、砂防施設(1基 )～ 渓流保全二の整備により上砂災害を未
然に防止するものである。
平成23年に実施した上砂災害防止法に基づく調査結果の縦覧を経て、地元自治会より事業要

望が提出され、平成24年度より交付金事業の火山砂防事業をスタートした。
令和2年度に補助事業の大規模特定砂防事業 (火 山砂防)へ移行した。

(2)主な事業内容
砂防堰堤エ

渓流保全二

1基
L=1 20rn

(前 回 )

(1基 )

(い120m)

着エ

年度

前回再評価

年度

計画変更

年度

予
体止期間

看工時 前回再評価時 計変時 再評価
H24 H29 R3

事
業
費

両年度まで

(千円 )

週 捗 甲

(%)前回再評価時 計画変更 再評価時

500,000 700,000 237,444 33.9

事
業
の
進
捗

(1)整備効果の発現状況 (供用開始など)

日平成24年度から測量、地質調査、設計、事業用地の取得を実施し、現在は管理用道路のエ

事を実施中であり、その後渓流保全二や砂防堰堤工の工事に着手する予定。

(2)未着工及び工事遅延等の理由及び解決の見通し
`平成28年度より用地交渉を開始し、相続人多数などにより時間を要したが、令和元年12月 に
事業用地の取得が完了しており、現在は早期完成に向けて工事に着手している。
こ地元調整の結果、工事用道路が狭小となり、小型車両による施工方法に変更したことによ
り、工事費が増えた。

・労務費等の上昇により工事費が増えた。

(3)関連事業の整備状況
口特になし

社

▲
泰

経
済
等
の

情
勢
及
び
そ
の

状
況

変
化

(1)地元(受益者、市町村等)の意向
H地元より早期の事業概成を求められている。

(2)自然や生活環境保全の観点で特記すべき事項
目特になし

(3)事業が地域に及ぼす効果

本事業は、保全対象に市道、人家46戸 等の施設があり、上石流が発生した場合には甚大な被害を及
ぼすと想定される。当事業を推進することで当地区の安全安心を確保するとともに、安定した社会経済
活動に効果を発揮するものである。

(4)事 業に関連する評価目指標等

当 初 再 評価 時 印日西 偏 考

必要性

受益戸数 42 46 O

公共施設 市道379m 市道379m O

重要性
地元要望

の有無
有 有 O

緊急性 緊急反合 同

経′責性 投 資効 果 3.32 4.41 中

[土

に



令和 3年度 第 1回
長崎県ノム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業
北靖

砂防-1
大規模特定砂防事業

(火 山砂防 )

矢の平川

事業主体 長崎県

価

由

評

理

再

の
事業採択後 10年経過

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)

B/C 概要

着 工 完了

当初

(H24茉斤規)

H24 H29 5,0 3.82
砂防l匡堤工

渓流保全工

N=1基
L=120m

第 1回審議

(R3今回)

事業採択後10年

経過
H24 R8 フ.0 4.41

砂防l匡堤工

渓流保全工

N=1基
L=120m

2



2.目 的 g車業概要・これまでの経緯

・ 流域内が荒廃し、土砂や流木
が流出する土石流災害が発生

する恐れが高いことから、対策
工事の実施が急務となってい
る。

・ 平成23年に実施した上砂災害
防止法に基づく調査結果の縦
覧を経て、地元自治会より事業
要望が提出され、平成24年度
より交付金事業の火山砂防事
業をスタートした。

・ 令和2年度に補助事業の大規
模特定砂防事業 (火山砂防)ヘ
移行した。

ｎ
　
Ａ

3

2.目 的・事業概要日これまでの経緯

。平成24年度から測量、地質調査、設計、事業用地の取得
を実施し、現在は管理用道路の工事を実施中であり、その
後渓流保全工や砂防堰堤工の工事に着手する予定。

事業内容

砂防堰堤工 1基

渓流保全工 L=120m
口

事業進捗率

事業費ベース 33:0%

用地費ベース 100%

4



3.事業の効果・必要性

半

・ 保全対象としては土石流が発生した際に被害が及ぶ土砂

災害警戒区域内に人家46戸や市道など重要な公共施設
を含む。

保全対象
土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

1級市道 矢の平白木町線

5

4.事業の進捗状況 (事業期間 )

【完了工期】H29(前回)→ R8(変更)

日相続権者多数により、用地取得完了(Rl.12)に不測の期間を要したことにより、
事業期間が延長し、工事の完了予定がR8となった。

【Rl】 相続者31名

用地取得完了



4.事業の進捗状況 (事業費 )

・地元調整の結果、工事用道路が狭小となり、小型車両による
施工方法に変更したことにより、工事費が増えた。

・労務費等の上昇により工事費が増えた。

下
「

7

5.社会経済情勢等の変化

・ 特に開発計画もなく、人口の変動も少ない。

枚害想定区城 保全人家46戸

矢の平川 流増A=0,146km2

矢の平川 砂防堰堤
H=11.Sm L=57.2m

8



6.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成23年度 )

今回評価

(令和3年度)

残事業 5.85=24.57億 円/4.20億円

全事業 3.82=16.65億円/4.36億円 4.41=32.27億 円/7.31億円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・砂防設備整備に要する事業費(工事費て用地費)、 維持管理に要する費用 ,

〔便益〕
・砂防施設 (砂防堰堤工など)を整備することにより、人家・公共施設等が保全されることで発現する便益

〔プラス要因〕
・人家戸数4戸増力日

〔マイナス要因〕
・事業費の増 (施工方法の変更等による工事費の増)

・工期の延長 (本目続権者多数による用地解決の遅延)

〔その他の要因〕
・費用便益分析マニュアルの改定(H24年 3月 )(プラス側)

(間接被害額の中で精神的被害に関する項目の追加 【精神的被害額:226億円/人】

9

フ.対応方針 (原案 )

・保全対象の重要性、災害時の地域経済への影響を考慮し
た上でも事業継続の必要性がある。

・事業進捗率は33.90/0で あり、用地進捗率は100%である。

・全体事業費の増額、工期延長はあるものの、費用対効果
は十分見込まれる。

↓
事 業 継 続
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事業再評価調書
零菓名 通常砂 防手 菜 地 区名 旅手避 川 (口 ) 所在地 瑠F上五島町

舌手不日3至F 夏崎〕L 担 当召 ζ 土 ラ二部砂防課

事
業
概
要

(1)事業目的

当該箇所は長崎県南松浦郡新上五島町南西部の若松郷に位置し、保全対象として人
家17戸、老人福祉施設、町道120mおよび緊急輸送路である県道150mを含む土石流危
険渓流であり、土石流発生による被害は甚大なものと予想される。 このような状況か
ら、砂防設備の整備により上砂災害を防止するものである。

(2)主な事業内容

砂防堰堤工 1基
渓流保全工 1式

看エ

年度

前回再評価

年度

計画変更

年度
休止期間

着工時 前回再評価時 討変時 再評価

H24 H28 R8

事
業
費

副年度まで

(千円)

進捗率

(%)五辟手 計 画 変 更 再 評 1面時

300,000 300,000 57,000 19.0

事
業
の
進
捗

(1)整備効果の発現状況 (供用開始など)

・平成25年度に測量・調査・設計が完了しており、現在は事業用地の取得のため、用地交渉を進めてい

(2)未着工及び工事遅延等の理由及び解決の見通し
事業用地の一部で相続が発生しており、相続人に対する交渉が難航していることにより、時間を要して

いるため事業期間の延伸となつた。今後は、今後は、事業に協力する意向の相続人と事業用地の取得
に向けた協議を行うなどの取り組みを行い、解決を目指します。

(3)関連事業の整備状況
・特になし

社
▲
雰

経
済
等
の

情
勢
及
び
そ
の
状
況
変
化

(1)地元 (受益者、市町村等)の意向
・地元より早期の事業概成を求められている。

(2)自 然や生活環境保全の観点で特記すべき事項
・特になし

(3)事業が地域に及ばす効果

本事業は、保全対象に人家17戸 、老人福祉施設、県道および町道等の施設があり、土石流が発生し
た場合には甚大な被害を及ばすと想定される。当事業を推進することで当地区の安全安心を確保すると
ともに、安定した社会経済活動に効果を発揮するものである。

(4)事業に関連する評価・指標等

当 初 再評価 時 評 価 偏 考

必要性

受益戸コに 17 17 O

公共施設
県道120m、 町道
150m、 小学校

県道120m、 町道
150m、 老人福祉施設

O

重要性
地元要望

の有無
有 有 O

緊 急 生 緊急圧 1 局

経 済 生 投資効 6.55 4.32 中

総合 コメント



令不日3年度 第 1回
長崎県公共事業評価監視委員会

砂防-2 旅手越川 (口 )通常砂防事業

I

事業主体 長崎県

事業採択後10年経過
再評価
の理由
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旅手越川(口 )通常砂防事業

1

1.審議経過

盤

H24 H28

艶

3.0 6.55

【工事概要】
砂防堰堤工
渓流保全工

1基
1式

事業採択後
10年経過

H24 R8 3.0 4,32

【工事概要】
砂防堰堤工 1基
渓流保全工 1式

2



2.目 自勺・事業概要・これまでの経緯

◆目的

当該箇所は保全対象として人家17戸 、
老人福祉施設、町道120mおよび緊急輸
送路である県道150mを含む土石流危険

渓流であり、上石流発生による被害は甚
大なものと予想される。このような状況か
ら、砂防設備の整備により上砂災害を防
止するものである。

事業進捗率 19.0%(事 業費ベース)

用地進捗率 62%(面 積ベース)

【事業概要 】
砂防堰堤工 1基

渓流保全工 1式

事業経過

H23 地元要望

H24 事業化

H25 測量・調査・設計業務

H26～ 用地交渉

3

一

一

・

施工済み

未施エ

3.事業の効果 B必要性

1   ~l、
卜    

｀

ヽ

全景写蔦

一般県道日ノ島猿浦線

老人福祉
施設 保全入家17戸

旧小学校

―級町道若松越線

砂防堰堤N〓 1基

流増面積
Aヨし01km2

回 団 I保 全 家 屋

: : 1■ ,)災奮特別警戒区域

1土砂災害讐戒区域

: : I流    域

■■ I堰    堤

【事業効果 必要性】
本事業は、保全対象に人家17戸 、老人福祉施設、県

道および町道等の施設があり、土石流が発生した場
合には甚大な被害を及ぼすと想定される。当事業を
推進することで当地区の安全安心を確保するとともに、
安定した社会経済活動に効果を発揮するものである。

4



4.事業の進捗状況(事業期間の見直し)

【完了工期】H28(当初)→R8(変更)

事業用地の一部で相続が発生しており、相続人に対する交渉が難航していることによ

り、時間を要しているため事業期間の延伸となつた。今後は、事業に協力する意向の相
続人と事業用地の取得に向けた協議を行うなどの取り組みを行い、解決を目指します。

O当初計画

用地交渉H26

工事 H26～ H28

O変更計画

用地交渉H26～ R5

工事 R6～ R8

5

5,事業の投資効果

◆ 費用対効果(B/C)

前回評価

(平成24年度 )

今回評価

(令和3年度 )

残事業 4.94=11.86億 円/2.40億円

全事業 6.55=17.69億 円/2.70億円 4,32=13.34億 円/3.09億円

〔費用〕
・砂防設備整備に要する事業費(工事費、用地費)、 維持管理に要する費用
〔便益〕
H砂防施設 (砂防堰堤工など)を整備することにより、人家・公共施設等が保全されることで発現する便益

〔プラス要因〕
・老人福祉施設の追加
〔マイナス要因〕
・小学校の廃校
ロエ期の延長

〔その他の要因〕
B費用便益分析マニュアルの改定(H24年 3月 )(プラス側)

(間接被害額の中で精神的被害に関する項目の追加 【精神的被害額 :2.26億 円/人】

6



6.対応方針 (原案 )

・ 保全対象(人家1フ 戸、老人福祉施設、県道および市道)の重要
性、災害時の地域経済への影響を考慮した上でも事業継続の
必要性がある。

・ 用地交渉が難航しており現在調整中であるが、引き続き事業の
実施に向けて交渉を進める。

・ 地元からの要望により開始した事業であり、地元としても早期
完成を望んでいる。

・ 工期延長はあるものの、費用対効果は十分見込まれる。

事 業 継 続

与
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事業再評価調書
子 ; ミ名 地すべり対策尋菜 地区名 上黒崎地区 所在地 長崎市上黒旺 町

評価年度 担 当部課名 土本部砂防課

事
業
概
要

(1)事業目的
当地区は、昭和57年 7月 豪雨から地すべり活動が報告されており、平成4年 4月 に地すべ

り防止区域指定を受けている。近年地すべり,舌動と想定される家屋の変状や道路亀裂が

発生している。これらの亀裂は徐々に拡大傾向にある。
被害想定区域には、人家、河川、市道、公民館があり、地すべり災害が生じた際には、周

辺住民等への甚大な被害が想定される。このような状況から、地すべり対策事業を実施
し、甚大な地すべり災害を未然に防止することを目的としている。

(2)主な事業内容
集水井エ

集水ボーリングエ

排水ボーリングエ

横ボーリングエ
杭打エ

N=7基
N=77本
N=7本
N=27本
N=120本

L=
L=
L=
L=
L=

m
m

m
m

m

看エ

年度

副回再評価

年度

計画変史
年度

休上期間
看工時 前回再評価時 計 賓 時 再 袢1面

H24 350 H29 R8

事
業
費

前年度まで

(千円 )

進捗率

(°ノ6)エ 前回再評価時 計画変更 再評価 時

3 000 957,000 292,000 30.5

事
業
の
進
捗

(1)整備効果の発現状況 (供用開始など)

A― I、 A― Ⅱ、A―Ⅳブロックにおいては、地すべり変動に大きく影響を与えている地下水排除の
ための抑制工 (集水井、集水ボTリング、横ボーリング)を施工しており、A-4ブロックでは施工後
の地下水位が抑制工の日標安全率Fs=1.03を満足する結果となったため、抑止杭工の着手を計
画しているぉ

(2)未着工及び工事遅延等の理由及び解決の見通し

事業開始の平成24年度には、Aブロック及びBブロックにおける地すべり対策事業を行い、平成
31年度までAブロックでは継続的に抑制工を施工してきた。A―Ⅳブロックについてのみ、抑制エ

の日標安全率Fs=1.03を満足しているが、A― I BA― エブロック及びBブロックについては、日標安
全率Fsp=1.03に至つていないことから、引き続き地下水観測と地中変動観測を継続し、抑止エ

施工について検討を行う状況である。それに伴う対策工の増工と完成年度の延長が生じている。

(3)関連事業の整備状況
特になし

社
▲
ム

経
済
等
の

情
勢
及
び
そ
の

状

況

変
化

(1)地元 (受益者、市町村等)の意向
地元の要望が強く、協力的である。

(2)自 然や生活環境保全の観点で特記すべき事項
特になし

(3)事業が地域に及ばす効果
地すべり地直下の保全対象として国道 B市道「河川及び人家が位置しており、これらを保全する

事により地域の経済活動に効果を発揮する。

4 る評価 H

言平1面 偏 考前 回評 1画 時 再評価時

覚 盃 画福 ha O
33 O必要性

受益戸数 36

重要性
地元要望
の有無

有 O

黒崎川 同緊急性 緊急反含

中経済性 投資効果 1,86 3.27

[土木部としての総合評価と対応方針 ]

コメント

事業継続総合評価 事業見直し継続    休止   中止



令不日3年度 第 1回
長崎県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業

上 黒崎 (

~~ヽア

砂防-3 上黒崎地区地すべり対策事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由

事業採択後10年経過

ｉ
螺
ｉ

茨
］
騨

生

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業費

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H24)
H24 H29 3,5 1.86

【工事概要】

横ボーリングエ 61本
杭打エ フ9本

第 1回審議

(R3)

事業採択後
10年経過

H24 R8 9,6 3,27

【工事概要】
集水丼エ フ基
集水ボーリングエ 77本
排水ボーリングエ 7木
横ボーリングエ 27本
杭打工 120本

2



2.目 的・事業概要日これまでの経緯

◆目的
当地区は泥質岩起源の黒色片岩を主体とし、斜面に対して

流れ盤の片理構造であることから地すべりが発生している。
そのため平成24年度より事業が開始され、抑制エロ抑止エ

等の対策工を実施し、民生の安定を図ることを目的としている。

◆事業概要
集水井工 7基、集水ボーリングエ 77本、
排水ボーリングエ 7本、横ボーリンゲエ 27ホ、杭工 120本

事業進捗率 30.5%(事業費ベース)

用地進捗率 42.9%(面積ベース)

【几例】

iff亘 地すべリプロック

対策工(整備済)

対策工(整備予定)

3

Aプロック

繭

…

■田弧覇}歩O

3.事業の効果・必要性

市道擁壁の亀裂【対策工】集水井エ

護岸の開き

家屋の亀裂

4

●
― z



4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

(と 〉
― ヽ z

調査・観測の結果、すべり面の深さや地形条件により、

集水井工や杭工の追加が必要となった。

【事業費増】
3.5億円 (前回)

⇒916億円 (今回 ) 5

日集水井工の追加
日杭工の追加

事業資増の内容 増領 主な増観理由

①対策工の追加 約5.1億 円
観測(地下水位、地すべり変状)の結果による、対策エ

の追加

②その他 約10億円 労務費等の上昇による増額

計 約6.1億 円

4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】 H29(当初)ち 二8(変更)

調査・観測の結果、すべり面の深さや地形条件により、

集水井工や杭工の追加が必要となった。

く工期延長理由〉
①対策工の追加(集水井工、杭打工)

6

B集水井工の追加
B杭工の追加



5.事業の投資効果

項 目
当初評価

(平成24年度)

今回評価

(令和3年度)

残事業 4.55=29.07億 円/6.39億円

全事業 1.86=6.51億円/3.50億円 3.27=32.15億 円/9.82億円

【B/C】 1.86(当初)→ 3.27(現行 )

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・地すべり対策工(抑制工・抑止工)施工及び測量日調査日設計B観測等に要する費用
〔便益〕
・地すべり対策施設(抑制エロ抑止二等の構造物)を整備することにより、人家・公共施設等が保全されることで

発現する便益
〔マイナス要因〕
B事業費の増(対策工の追加(集水井工、杭打工))

・工期の延長(対策工の追加(集水井工、杭打工))

・保全人家数の減少(36戸→33戸 )

〔その他要因〕
日費用便益分析マニュアルの改定(プラス側要因)

(便益における間接被害額等の追加)

◆保全対象の重要性、災害時の地域経済への影響を考慮 した上でも事業継
続の必要性がある

◆地元からも早急な地すべり事業の概成が望まれている。

◆事業費の増額、工期延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

対応方針

(原案)

7
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6.対応方針 (原案 )

事業継続


